






(2)課題に対する行政や中間支援団体等による既存の取組み状況 356/400字

(3)休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 352/400字

Ⅳ.活動支援プログラムの内容

(3)-1 支援対象団体の活動地域・分野・内容 380/400字

(3)-2 支援対象団体の組織形態・規模・組織の成長ステージ 400/400字

(4)活動支援プログラムによって支援を受けた団体が社会にもたらす変化/インパクト（中長期アウトカム） 197/200字

(5)-1 活動支援プログラムの目的（短期アウトカム発現によって事業期間中に達成される事業の中心的な事業目的） 99/100字
活動支援プログラムの目的 100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 100字 事後評価時の値/状態 100字

(5)-2 短期アウトカム（事業期間中に達成される目標）
短期アウトカム 100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 100字 事後評価時の値/状態 100字

支援対象団体が抱える事業実施や組織運営上の課題に対し、行政や中間支援団体は多様な支援を行っており、一定の成果を上げている一方で、根本的な課題解決に至っていない面が残されている。行政は、認証制度や助成金制度、市民活動支援センター
の設置などを通じて、地域課題解決に取り組む団体の活動基盤を支援し、中間支援団体もまた研修や各種相談、マッチング支援などを行い、一定の役割を果たしている。しかし、収益を伴う事業づくりやビジネスモデルの構築といった実践的な領域において
は、制度的な制約やリソース不足などから、個別的かつ継続的な支援は十分に提供されておらず、特に、事業アイデアのブラッシュアップや試行、市場性の検証といった初期段階での支援は限定的であり、団体の持続的成長に向けた「痒い所に手が届く」支
援体制にはなっていない。

休眠預金は市場原理では支えきれない社会的な課題解決のために用いられるべき資金であり、本事業は既存制度では対応困難なNPO・社会的企業等の「事業化・初期段階の基盤構築」や「組織変革のための人的投資」への活用など、制度の空白を埋める重
要な役割を果たすものとして、実施の意義が深い。また、事業開発と人材育成を統合的に進めるOJT型の支援は、資金の用途や執行体制に柔軟性と中長期的な視点が求められ、休眠預金活用事業の性質と整合する。さらに本事業は、地域の様々な主体間の創
造的な対話・共創を通じて、地域内外に変化をもたらす仕組みを課題解決の現場に導入することで、地域社会における新たな価値創出のインフラとして機能させようとする試みであり、休眠預金等交付金の政策的趣旨と現場の実践的なニーズとの双方に適
合・合致する。

(1)支援対象団体の区分 ②民間公益活動を実施する担い手育成 (2)支援対象団体数 12 

対象地区の社会課題解決に取り組むNPO・社会的企業、中間支援組織などのうち、将来的に休眠預金等活用事業の実行団体となることを目指し、様々な連携先との連携・協働を通じて「収益を伴う事業づくり」に挑む団体に対し、2期に分けて各期6団体、
合計12団体に対する支援を提供する。解決する地域課題の分野、開発する事業の内容については特に制限しないが、支援対象団体の選考にあたっては本事業の「SDGsとの関係」の視点と支援プログラムとの親和性・支援効果の最大化の観点を重視する。な
お、支援対象団体は本事業を通じて実際に地域内外の様々なステイクホルダーとの共創による事業開発（新規事業、事業の再構築ともに可）に取り組み、団体ごとの支援計画に定める所定の研修（6〜10回程度）とリビングラボのセッション（月1回程度、
計6回）などのOJTに継続的に参加可能であることを前提とする。

本事業の支援対象は、地域の社会課題解決に取り組む非営利・公益的性格を持つ団体で、主な組織形態としてはNPO法人、一般社団法人、任意団体、さらには社会的企業等を含む。法人格の有無を問わず、社会的ミッションを明確に持ち、一定の事業展開
を行っている団体とする。規模としては、常勤スタッフが1～5名程度、事業収入が年数百万円～数千万円程度の小規模組織を中心に、市区町村単位から複数自治体にまたがる中規模圏域までの幅がある活動エリアを想定している。また、組織の成長ステージ
は「立ち上げ期を脱し、次の展開を模索している成長初期段階」または「一定の活動実績を持ちながらも事業の継続性や収益性に課題を抱える転換期の団体」を中心とする。これらの団体は、ミッションや理念に基づいた活動を展開しているが、事業化や収
益化、組織基盤の強化といった経営的視点を必要としており、本事業による実践的支援との親和性が高いと考えられる。

支援を受けた団体は、組織・事業の次代を担う中核人材を「共創型ストラテジスト」へと成長させることで、収益を伴う事業の企画・実施力を高め、経営基盤を強化しながら持続可能な組織へと変化する。その結果、地域課題に対する新たな解決策が生ま
れ、行政・企業・住民等との共創が進むことで、協働の文化が醸成される。また、事業の成果が可視化・評価されることで、政策形成や社会的投資にもつながる波及効果が期待できる。

団体の中核人材が「共創型ストラテジスト」に求められる基本的な資質・能
力を体験的に理解し、多様なステイクホルダーとの協力・連携のもとで事業
の構想・実行・説明・改善を担う基本的なスキルを身につけている。

「共創型ストラテジスト」に求められる9つの資
質・能力に関する事前・事後評価アンケートを
実施し、その向上度を定量・定性の両側面から
把握（10段階評価を想定）する。

⚪︎9つの資質・能力に関する評価スコアの
平均値 : 5.0
⚪︎団体の課題に即して設定した主要な資
質・能力（2〜3つ程度）のスコア : 5.0

⚪︎9つの資質・能力に関する評価スコアの
平均値が1割以上向上
⚪︎団体の課題に即して設定した主要な資
質・能力（2〜3つ程度）のスコアが30%以
上向上

［02］ 支援対象団体の中核人材が、組織・事業のビジョン、ビジョン
の実現に向けた基本的な道筋（ロードマップ、ロジックモデルなど）
や課題などを自身の言葉で説明・発信し、主要な関係者と共有できる
ようになっている。

①中核人材/支援対象団体の手によって言
語化・可視化され、主要な関係者間で合意
された組織・事業ビジョン（有無）
②ビジョン実現に向けた道筋（ロードマッ
プ、ロジックモデルなど）と課題の俯瞰図
（有無）

〇 なし
①12団体分（6団体×2期）
②12団体分（6団体×2期）

モニタリ
ング指標

［01］ 事業の関係者間で共通の認識・尺度に基づき支援プログラムに
対する自己評価が行えるようになっている。

支援対象団体との緊密な打ち合わせ・合意
のもとで、支援計画書（課題マップ、支援
方針、成果指標、実施スケジュール等を含
む）作成・決定（有無）

〇 なし 12団体分（6団体×2期）

［03］ 事業のビジネスモデル、事業評価の指針が明確化されるととも
に、支援対象団体の中核人材が、多様なステイクホルダーの資源・強
みを引き出しながら、ともに事業を作り上げていく上での基本的な手
法・考え方を体験的に身につけている。

①支援者・関係者らとともに創発した課題
解決アイデア集（有無）
②ビジネスモデルと事業評価指針（有無）

〇 なし
①12団体分（6団体×2期）
②12団体分（6団体×2期）

［06］ 本プログラム全体の次期展開への展望が明確に関係者間で共有
され、さらなる成果向上・事業の発展的展開に向けた機運が高まって
いる。

フォローアップ研修の参加者アンケートを
通じて、プログラムに対する満足度や今後
の事業展望に関する業況感（資金調達額、
投資意欲など）を確認。

〇 なし
各団体との間で合意した支援計画書の内
容・成果指標の項目等を踏まえて総合的に
指標を検討・策定。

［05］ 事業の本格実施（または次期実証事業）に向けた支援・協力
体制が確立している。

支援計画に定めた成果指標のうち、事業実
施に向けた支援・協力体制の確立の項目の
評価の達成度。

〇 支援・協力体制の確立状況 : 30%（想定） 支援・協力体制の確立状況 : 60%以上

［04］ 小規模な試行（PoC）を通じて実践と改善の一連のプロセスを
経験したことで、支援対象団体/中核人材の事業推進能力が向上してい
る。

共創型ストラテジストに求められる9つの
資質・能力のうち、以下の3つの能力が向
上する。
資質・能力⑦コラボレーション能力
資質・能力⑧求心力・周囲を巻き込み動か
す力（リーダーシップ）
資質・能力⑨レジリエンス

〇
3つの資質・能力に関する各々の評価スコ
ア（事前評価アンケート）

3つの資質・能力に関する各々の評価スコ
アが3割以上向上（事後評価アンケート
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100字 指標 100字 中間評価時の値/状態 100字 事後評価時の値/状態 100字

(5)-4 活動（誰がどのような形態で何をするか） 200字 時期・期間
194/200

198/200

197/200

186/200

185/200

63/200字

134/200

164/200

164/200

154/200

132/200

(5)-3 アウトプット
（活動の実施により生み出された結果）

モニタリ
ング指標

［01-01］ 支援対象団体の構造的な課題に関する共通の理解が関係者間で確認さ
れ、その解決に向けた支援計画についての合意が形成されている。また、事業を
推進していく上での外部連携先が明確化され、その巻き込みに向けた具体策が明
確になっている。

①支援計画策定団体数（契約団体数） 〇

①支援計画策定団体数（契約団体数）: 12団体
［内訳］

第1期 : 6団体（東海地区 : 3 / 東北地区 : 3）
第2期 : 6団体（東海地区 : 3 / 東北地区 : 3）

［02-01］ 中核人材（支援対象団体）が掲げる地域/組織/事業ビジョンが可視
化・言語化され、主要な関係者との間でそのビジョンに対する基本的な合意が形
成されている。

（Step/Phase①）
①実践研修の実施回数
②実践研修の参加者数
③リビングラボ・セッションの実施回数
④リビングラボ・セッションの参加者数

〇

（Step/Phase①）
①1回以上
②24人以上（2人×12団体）
③12回以上（1回×12団体）
④72人以上（6人×12団体）

［04-01-02］事業開発OJTのStep/Phase⑥として、他地域事例の研究・分析、PoCのためのフィールドスタディの実施方法など、事業実証のためのフィジビリティスタディに
関する実践研修と、「フィジビリティスタディとその振り返り」を主目的としたリビングラボ・セッション（現地開催）を実施し、その前後に必要な伴走支援を行う。

（第1期）2026年11月〜12月
（第2期）2027年11月〜12月

［01-01-02］伴走支援者を中心とする支援チームと支援対象団体との間で支援機関前半の学びと実践の振り返り・中間評価を行う。
（第1期）2026年9月〜10月
（第2期）2027年9月〜10月

［01-01-03］フォローアップ研修として、支援対象団体の各々が事業の成果（各団体の成果報告には中核人材の資質・能力に関する事後評価アンケートの結果とKPIの達成状
況などを含む。）を報告・共有し合い、次年度以降の活動を展望する機会を設けることで、団体間の相互啓発と本事業全体のエコシステム形成・拡大を図る。

（第1期）2027年3月、10月
（第2期）2028年3月、10月

※実施時期については事業の進捗状況等を見据えて適切な時期を決定

［02-02］ ビジョンの実現に向けた基本的な道筋（ロードマップ、ロジックモデ
ルなど）と、ビジョンを実現する上での主要な課題（事業化テーマ）が明確化さ
れ、関係者の間で共有されている。

（Step/Phase②）
①実践研修の実施回数
②実践研修の参加者数
③リビングラボ・セッションの実施回数
④リビングラボ・セッションの参加者数

〇

（Step/Phase②）
①1回以上
②24人以上（2人×12団体）
③12回以上（1回×12団体）
④72人以上（6人×12団体）

［03-02］ 様々な事業アイデアを関係者とともに検討・ブラッシュアップし、実
行可能な協働型ビジネスモデルと基本的な評価の枠組みが策定さている。

（Step/Phase④）
①実践研修の実施回数
②実践研修の参加者数
③リビングラボ・セッションの実施回数
④リビングラボ・セッションの参加者数

〇

（Step/Phase②）
①1回以上
②24人以上（2人×12団体）
③12回以上（1回×12団体）
④72人以上（6人×12団体）

［05-01］ 実証を通じて得られた成果が効果的に発信され、その改善に向けた資
源を惹きつけている。

（Step/Phase⑦）
①実践研修の実施回数
②実践研修の参加者数
③交流イベントの実施回数
④交流イベントの参加者数

〇

（Step/Phase⑦）
①1回以上
②24人以上（2人×12団体）
③12回以上（1回×12団体）
④240人以上（20人×12団体）

［03-01-01］事業開発OJTのStep/Phase③として、アイデア発想法（TRIZ・他）、ブレインライティングなどに関する実践研修と、「ビジョン実現に向けた事業アイデアの創
発」を主目的とするリビングラボ・セッション（現地開催）を実施し、その伴走支援を行う。参加者の募集・調整状況を踏まえて、リビングラボ・セッションの実施は1〜2ヶ
月程度後ろ倒しにする可能性がある。

（第1期）2026年7月
（第2期）2027年7月

［04-01-01］事業開発OJTのStep/Phase⑤として、デザイン思考、MVP設計、フィジビリティスタディの方法などに関する実践研修、「プロトタイピング（MVP開発）」を
主目的とするリビングラボ・セッション（現地開催）を実施し、その前後に必要な伴走支援を行う。

［03-01］ 支援対象団体がビジョンの実現に向けた様々な事業アイデアを関係者
とともに創発し、多数の課題解決アイデアが得られている。

（Step/Phase③）
①実践研修の実施回数
②実践研修の参加者数
③リビングラボ・セッションの実施回数
④リビングラボ・セッションの参加者数

〇

（Step/Phase②）
①1回以上
②24人以上（2人×12団体）
③12回以上（1回×12団体）
④72人以上（6人×12団体）

［02-02-01］事業開発OJTのStep/Phase②として、KJ法、セオリーオブチェンジ／ロジックモデル、問題発生の要因分析などに関する実践研修と、「ビジョンの実現に向けた
基本的な道筋と諸課題の共有」を主目的とするリビングラボ・セッション（現地開催）を実施し、その伴走支援を行う。参加者の募集・調整状況を踏まえて、リビングラボ・
セッションの実施は2〜3ヶ月程度後ろ倒しにする可能性がある。

（第1期）2026年6月
（第2期）2027年6月

［04-02］ 開発したMVPやパイロット事業を通じて事業の実証が行われ、事業の
改善に向けた評価（課題の抽出や改善方法の検討・具体化など）が行われてい
る。

（Step/Phase⑥）
①実践研修の実施回数
②実践研修の参加者数
③リビングラボ・セッションの実施回数
④リビングラボ・セッションの参加者数

〇

（Step/Phase⑥）
①1回以上
②24人以上（2人×12団体）
③12回以上（1回×12団体）
④72人以上（6人×12団体）

（第1期）2026年10月
（第2期）2027年10月

［01-01-01］伴走支援者を中心とする支援チームが支援対象団体に対する課題ヒアリング、組織診断を実施。団体との間で支援計画の策定に向けた事前の対話セッションを行
い、課題マップや支援計画を策定する。支援計画ではOJTを受ける主な対象者（中核人材）とセッションの参加者（連携先候補等）を明確化し、効果測定のためのKPIと中核
人材の資質・能力に関する事前評価アンケートの結果なども明記する。

（第1期）2026年4月
（第2期）2027年4月

［04-01］ 事業の実証活動に向けたプロトタイプ（MVP）が開発され、その実効
性が検証されている。

（Step/Phase⑤）
①実践研修の実施回数
②実践研修の参加者数
③リビングラボ・セッションの実施回数
④リビングラボ・セッションの参加者数

〇

（Step/Phase⑤）
①1回以上
②24人以上（2人×12団体）
③12回以上（1回×12団体）
④72人以上（6人×12団体）

［06-01］ 本プログラム全体の成果報告会・交流イベントを通じたエコシステム
形成・拡大

①フォローアップ研修・交流イベントの実施回数
②フォローアップ研修・交流イベントの参加者数

〇
①4回以上
②96人以上（2人×12団体×4回）

［02-01-01］事業開発OJTのStep/Phase①として、グループ・マインドマップ、合意形成技法、コミュニティ資源調査などに関する実践研修（オンライン形式による集合研
修）と「ビジョンの共創・合意形成」を主目的とするリビングラボ・セッション（現地開催）を実施し、その伴走支援を行う。参加者の募集・調整状況を踏まえて、リビング
ラボ・セッションの実施は最大3ヶ月程度後ろ倒しにする可能性がある。

（第1期）2026年5月
（第2期）2027年5月

［03-02-01］事業開発OJTのStep/Phase④として、PPCO技法、リレーションマップ、ビジネスモデルキャンバスなどに関する研修と、「協働型ビジネスモデルの構築」を主
目的とするリビングラボ・セッション（現地開催）を実施し、その前後に必要な伴走支援を行う。参加者の募集・調整状況を踏まえて、リビングラボ・セッションの実施は
1ヶ月程度後ろ倒しにする可能性がある。

（第1期）2026年8月
（第2期）2027年8月

［05-01-01］事業開発OJTのStep/Phase⑦として、プレゼン技法や効果的な成果発信の方法、資金調達方法、クラウドファンディング、インパクト評価などに関する実践研修
を実施し、交流イベントなどを通じた成果発信と事業の本格実施（または次期実証事業）に向けた新たな資源調達を実施する。また、その前後に必要な伴走支援を行う。

（第1期）2027年1月〜2月
（第2期）2028年1月〜2月

［01-01-04］2〜3ヶ月に1回程度の頻度で支援対象団体とのオンライン・ミーティングを実施し、事業の本格実施に向けた取り組みの進捗状況や学びと実践の成果の組織への
定着に向けたフォローアップを行う。また、そのために必要な施策の実施に関する側面的な支援を実施する。

（第1期）2027年4月〜2027年12月
（第2期）2028年4月〜2028年12月

※以降のフォローアップは必要に応じて申請団体の自主事業として実施する。
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２０２５年９月７日 

事前評価結果説明資料 
公益社団法人日本サードセクター経営者協会 

 

１，評価計画 

① 評価の目的 

事前評価は、ツリー型ロジック・モデル・シートを作成し、事業の妥当性・有効性

を判断する。 

② 評価スケジュール 

活動支援団体事前評価 ２０２４年１０月～１２月 

③ 評価実施体制 

統括責任者  藤岡喜美子 

事業担当者   

アドバイザー 後 房雄、  

経営戦略会議にて検討 

④ 評価表 

  課題の妥当性 

  事業対象の妥当性 

  事業設計の妥当性 

  事業計画の妥当性 

 

２，事前評価結果（経営戦略会議にて事前評価） 

〇課題の妥当性 

統計数字より、日本においては圧倒的に財政規模が小さい NPO が地域で活動してい

る。また、有給職員が雇用できている NPO は指定管理者やバウチャー制度を活用し、

自主事業を生み出すことができてない。 

経済産業研究所「日本におけるサードセクターの全体像とその経営実態に関する調査

研究」 （２０１０年〜２０１８年） 

 

組織マネジメント層の不在: 

専門的なマネジメントを行える人材が不足しており、人材育成や組織運営がうまく

進まないことがあります。人材不足がもたらすリスクがある。 
 

事業の質の低下・停滞: 

継続的な専門性のある人材が不足するため、事業の質が低下したり、新たな事業を

展開できなかったりする（２０２３年内閣府） 

 



〇事業対象の妥当性 

・対象地域としては東海支部のある東海地域で対応する内山、東北で NPO 支援を行

ってきた藤倉が丁寧な寄り添い支援ができる地域としている。 

・一定程度の期間（3〜10 年程度）、一定以上の規模で活動を展開してきた、事業・

組織の成長期・転換期にあるNPO・社会的企業等、現代表者のもとでの既存事業の発

展・拡大が課題、現代表者のもとでの新規事業開発が課題、創業期の現代表者から

次世代リーダーへの事業・組織の継承において、経済性のみ重視される経営に陥る

課題等がある団体。 

また、成長意欲のある NPO のリーダーに関してはこの限りではない。早い段階での

本プログラムの実施により、成長を加速させることができる。 

 

〇事業設計の妥当性 

 事業設計図にて事前評価を行った。 

① 長期成果・中期成果は目標より逆算してもれなくダブりなく分解できている。 

② 活動内容から、中長期成果まで、倫理的に、飛躍なく、説明できている。 

③ 有効な新規活動が提案されている。 

行政主導でなく民間主導で地域の課題解決をしていくために、ネットワークの核

となる NPO を育成し、多様で複雑化深化している地域課題解決のために、会議を

行うだけでなく、共通の目標達成のための実行性の高いネットワークづくるため

にリビングラボの手法を活用している。 

 

〇事業計画の妥当性 

２００４年より成果志向の経営支援をおこなってきた実績を活かし、さらに地域や

社会の課題の把握段階から多様で多彩なステークホルダーを巻き込んでいく力を醸

成していく支援を行う。 

JACEVO が設立時から実施してきた iSB 公共未来塾の事業推進の責任者を務めてきた

藤倉が事務局次長を務める。 

研修から伴走支援まで一貫しておこなう。 

団体の課題や強みを経営信診断シートを活用して団体からヒヤリングしていく。 

また、団体のスタッフ、関係者に対しグループインタビューを実施し、団体の組織

運営についての課題を洗い出し、改善のためにどうすればよいかを検討し、支援計

画を作成する。       

 

 

 以上 



 

資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

2025年度活動支援
2026/01/01 2028/12/31

事業名

団体名

評価関連経費

事業種別

合計

事業期間

活動支援団体

事業費

直接事業費
管理的経費

66,210,200

「共創型ストラテジスト」育成を通じた団体の事業実施力・
組織運営力の向上

公益社団法人日本サードセクター経営者協会

1,920,000

助成金

64,290,200

55,866,200
8,424,000

～



 

資金計画書資料 ①助成概要

1. 事業費 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

5,159,000 21,180,000 21,356,000 16,595,200 64,290,200
4,457,000 18,372,000 18,548,000 14,489,200 55,866,200

702,000 2,808,000 2,808,000 2,106,000 8,424,000

2. 評価関連経費 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

15,000 780,000 480,000 645,000 1,920,000

3. 合計 [円]
2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 合計

5,174,000 21,960,000 21,836,000 17,240,200 66,210,200助成金計(A+B)

管理的経費

事業費 (A)

評価関連経費（B）

直接事業費



 

資金計画書資料 ②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 100.00%

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

予定額[円] 調達方法 調達確度

自己資金・民間資金
合計 (D)

0

説明（調達元、使途、調達時期等）

助成金による補助率
(A/(A+D))



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

都道府県 東京都
市区町村 大田区大森北二丁目
番地等 3番15号下川ビル４階パシオンTOKYO内

団体情報入力シート

団体名 公益社団法人日本サードセクター経営者協会
郵便番号 143-0016

団体種別法人格 公益社団法人 資金分配団体/活動支援団体

設立年月日 2009/09/01
法人格取得年月日 2009/12/28

電話番号 03-3768-6000

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://jacevo.jp/

その他のWEBサイト
(SNS等)

代表者(1) 氏名 田島誠一
役職 代表理事

フリガナ タジマセイイチ

氏名 後房雄
役職 代表理事

役員数［人］ 9

代表者(2)
ウシロフサオフリガナ

理事・取締役数［人］ 7
評議員［人］
監事/監査役・会計参与数［人］ 2

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 1

非常勤職員・従業員数［人］ 2
有給［人］ 2
無給［人］

職員・従業員数［人］ 5
常勤職員・従業員数［人］ 3

有給［人］ 3
無給［人］

事務局体制の備考





(11)助成を受けた実績

(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

1

2

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2025年度 通常枠
資金分配団体に申請中

（当落未定）

今までに助成を受けて行っている事業の実績

助成を受けた事業の実績内容

番号
対象 申請

左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名

2022年度 通常枠 資金分配団体に採択

申請中・申請予定又は採択された
事業名

2020年度
コロナ等対
応支援枠

資金分配団体に採択



2023/11/2版

※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 「共創型ストラテジスト」育成を通じた団体の事業実施力・組織運営力の向上 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 公益社団法人日本サードセクター経営者協会

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 15条

公募申請時に提出 定款 16条

公募申請時に提出 定款 15条

公募申請時に提出 定款 16条

公募申請時に提出 定款 14条

公募申請時に提出 定款 19条

公募申請時に提出 定款 22条

社団法人のため提出しな
い

. . .

公募申請時に提出 理事会運営規定 4条（１）

公募申請時に提出 理事会運営規定 4条（２）

. . .

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３５条（定款）
２条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３６条１項（定款）
５条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３５条（定款）
２条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３６条３．４．５項（定款）
６条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３４条（定款）
１６条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
３９条（定款）
８条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 定款、理事会運営規程
４２条（定款）
１３条（理事会運営規程）

公募申請時に提出 理事会運営規程 ８条

. . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 定款、コンプライアンス規程
２６条（定款）
４条（コンプライアンス規
程）

. . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 ２７条

. . .

公募申請時に提出 定款、役員の報酬等及び費用に関する規程
３０条（定款）
３条、別表（役員の…）

公募申請時に提出 役員の報酬等及び費用に関する規程 ５条

⚫ 理事の職務権限に関する規程

⚫ 監事の監査に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック ※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款
（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議 （過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

役員及び評議員の報
酬等並びに費用に関す
る規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

⚫ 理事の構成に関する規程 ※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程



. . .

公募申請時に提出 倫理規程 ３条

公募申請時に提出 倫理規程 ４条

公募申請時に提出 倫理規程 ５条

公募申請時に提出 倫理規程 ７条

公募申請時に提出 倫理規程 ６条

公募申請時に提出 就業規則
２５条（５）、５１条（８）、
５３条（９）、５４条（１０）

公募申請時に提出 倫理規程、情報公開規程
８条（倫理規程）
情報公開規程全条

公募申請時に提出
倫理規程、個人情報保護に関する基本方針・
個人情報管理規程

９条（倫理規程）
個人情報保護…全条

. . .

公募申請時に提出 倫理規程 ６条、７条

公募申請時に提出 倫理規程 ６条

公募申請時に提出
役員の利益相反防止のための自己申告等に
関する規程

３条

. . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 ３条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 ６条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 １０条

. . .

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 １、４条

公募申請時に提出 内部通報（ヘルプライン）規程 １０条

. . .

公募申請時に提出 定款、事務局規程
５６条
１条（事務局規程）

公募申請時に提出 事務局規程 ２条

公募申請時に提出 事務局規程 ３条

公募申請時に提出 事務局規程 ５条、６条

. . .

公募申請時に提出 給与規程 １２条、１３条、１６条

公募申請時に提出 給与規程 ４条、６条、１２条

. . .

公募申請時に提出 文書管理規程 ６条

公募申請時に提出 文書管理規程 ９条

公募申請時に提出 文書管理規程 １０条

. . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規程 ５条、７条、別表

. . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 ６条

公募申請時に提出 リスク管理規程 １２条

公募申請時に提出 リスク管理規程 １５条

公募申請時に提出 リスク管理規程
１５条、１６条、１７条、１８
条、１９条、２０条

. . .

公募申請時に提出 経理規程 ５条

公募申請時に提出 経理規程 ３条、１０条

公募申請時に提出 経理規程 ６条、２１条

公募申請時に提出 経理規程 ９条、１１条

公募申請時に提出 経理規程 ２２条

公募申請時に提出 経理規程 第３章（１６～１９条）

公募申請時に提出 経理規程 第７章（４２～４８条）

⚫ 経理に関する規程

⚫ 内部通報者保護に関する規程

⚫ 組織（事務局）に関する規程

⚫ 文書管理に関する規程

⚫ 情報公開に関する規程

⚫ リスク管理に関する規程

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等

⚫ 利益相反防止に関する規程

⚫ 倫理に関する規程

⚫ コンプライアンスに関する規程

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針
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公益社団法人日本サードセクター経営者協会 定款 

 

第１章 総 則 

 

（名 称） 

第１条 この協会は、公益社団法人 日本サードセクター経営者協会と称する。 

２ この協会の英文法人名は、The Japan Association of Chief Executives of 

Voluntary Organizations （通称：JACEVO）とする｡ 

 

（事務 

第２条 この協会は、主たる事務所を東京都大田区に置く。 

２．この協会は、従たる事務所を愛知県名古屋市に置く。 

３． この協会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することが

できる。 

 

（目 的） 

第３条 この協会は、非営利セクター（サードセクター）組織の経営の責務を負う人

材が広く地域や事業の種類を越えて連帯し、互いに知見を学びあい(つなぐ)、経営

力を高め(伸ばす)、さまざまな提言活動を行う(提言する)ことにより、もってわが

国が直面する多くの社会的課題の解決に向けて、サードセクター、企業セクターな

らびに行政セクターが、それぞれ適切な役割を果たす多元的な社会の実現を目指す

ことを目的とする。 

 

（事 業） 

第４条  

この協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を全国において行うものとする。 

（１）サードセクター経営者をつなぐことに資する事業 

 ア 経験交流事業 

 イ 委員会･部会運営事業 

 ウ 広報事業 

（２）サードセクター経営者の能力を伸ばすことに資する事業 

 ア 講座・研修会等イベント事業 

 イ 相談・コンサルティング事業 

 ウ 出版事業 

（３）サードセクターとしての提言活動をすることに資する事業 

ア 調査研究事業 

イ 政策提言事業 
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ウ 他セクター関係者との対話交流事業 

 

（事業年度） 

第５条 この協会の事業年度は、毎年 9月 1日に始まり、翌年 8月 31日に終わる。 

 

 

第２章 会 員 

 

（種 別） 

第６条 この協会の会員は次の 3種とし、正会員をもって「一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律」(以下この規定において「一般社団･財団法人法」という。)

に規定する社員とする。 

（１）正会員：サードセクター組織の実質的な経営者（CEO） 

（２）奨励準会員：サードセクター組織にて仕事をしており、次期経営者候補となり 

得る者で正会員 2名の推薦がある者 

（３）準会員：正会員、奨励準会員以外の入会を希望するすべての個人 

２ 本定款に定める以外の会員に関する規定は理事会で別に定める。 

 

（入 会） 

第７条 この協会の趣旨に賛同して会員として入会しようとする者は、理事会が別に

定める入会申込書により、申し込むものとする。 

２ 入会は、社員総会において定める入会及び退会規程に定める基準により、理事会

においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、この協会の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定め

る会費規程に基づき会費を支払わなければならない。 

 

（会員の資格喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

（１）退会したとき 

（２）成年被後見人又は被保佐人になったとき 

（３）死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき 

（４）1年以上会費を滞納し、理事会において支払い意思がないと認定したとき 
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（５）除名されたとき 

（６）総正会員の同意があったとき 

 

（退 会） 

第１０条 会員は、任意に退会することができる。 

 

(除 名) 

第１１条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総正会員の

半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の議決に基づき、除名するこ

とができる。この場合、その会員に対し、社員総会の 1 週間前までに、理由を付し

て除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければ

ならない。 

（１）この協会の定款又は規則に違反したとき 

（２）この協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

（３）その他の正当な事由があるとき 

２ 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。 

 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第１２条 会員が第９条の規定によりその資格を喪失したときは、この協会に対する

会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れる

ことができない。 

２ この協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠

出金品は、これを返還しない。 

 

 

第３章 社員総会 

 

（構 成） 

第１３条 社員総会は、正会員をもって構成する。 

２ 社員総会における議決権は、正会員 1名につき 1個とする。 

 

（権 限） 

第１４条 社員総会は、次の事項を決議する。 

（１）役員の選任及び解任 

（２）役員の報酬等の額の決定又はその規程 

（３）定款の変更 
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（４）各事業年度の事業報告及び決算の承認 

（５）入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額 

（６）会員の除名 

（７）長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受け 

（８）解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分 

（９）合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止 

（10）前各号に定めるもののほか、「一般社団･財団法人法」に規定する事項及び 

この定款に定める事項 

２ 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第１６条第３項の書面に記載し

た社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。 

 

（種類及び開催） 

第１５条 この協会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の 2種とする。 

２ 定時社員総会は、毎事業年度終了後 3ヶ月以内に開催する。 

３ 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）理事会において開催の決議がなされたとき 

（２）議決権の 10 分の 1 以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集

の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき 

 

（招 集） 

第１６条 社員総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。 

２ 代表理事は、前条第３項第２号の規定による請求があったときは、その日から 6

週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければなら

ない。 

３ 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面

又は電磁的記録をもって、開催日の 1 週間前までに通知を発しなければならない。

ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって、議決権を行使することがで

きることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。 

 

（議 長） 

第１７条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 

 

（定足数） 

第１８条 

社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。 
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（決 議） 

第１９条 社員総会の決議は、「一般社団･財団法人法」第４９条第２項に規定する事

項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した

正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。 

２ 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。 

 

（書面議決等） 

第２０条 社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は

電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任する

ことができる。 

２ 前項の場合における前２条の規定の適用については、その正会員は出席したもの

とみなす。 

３ 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、

その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし

たときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 

 

(報告の省略) 

第２１条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合に

おいて、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会

への報告があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第２２条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しな

ければならない。 

 

 (社員総会運営規則) 

第２３条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほ

か、社員総会において定める社員総会運営規則による。 
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第４章 役員等及び理事会 

 

第 1節 役員等 

 

（種類及び定数） 

第２４条 この協会に、次の役員を置く。 

（１）理事 3名以上 15名以内 

（２）監事 1名以上 2名以内 

２ 理事のうち、4名以内を代表理事とし、2名以内を「一般社団･財団法人法」第９

１条第１項第２号に規定する執行理事とすることができる。 

 

（選任等） 

第２５条 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。 

２ 代表理事及び執行理事は、理事会において選定する。 

３ 理事会は、その決議によって、第２項で選任された執行理事のうちより常務理事

1名を選任することができる。 

４ 監事は、この協会の理事又は使用人を兼ねることができない。 

 

（理事の職務･権限） 

第２６条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この協会の業

務の執行の決定に参画する。 

２ 代表理事は、この協会を代表し、その業務を執行する。 

３ 執行理事は、代表理事を補佐し、この協会の業務を執行する。 

４ 常務理事は、この協会の日常業務を分担執行する。 

５ 代表理事及び執行理事は、毎事業年度毎に 4ヶ月を超える間隔で 2回以上、自己

の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務･権限) 

第２７条 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１）理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する 

こと。 

（２）この協会の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算 

書類及び事業報告等を監査すること。 

（３）社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。 

（４）理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認

めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。 

（５）前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求 
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すること。ただし、その請求があった日から 5日以内に、その請求があった日

から 2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接

理事会を招集すること。 

（６）理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査 

し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、

その調査の結果を社員総会に報告すること。 

（７）理事がこの協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為

をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの

協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為を

やめることを請求すること。 

（８）その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 

 

（任 期） 

第２８条 理事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに

関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 監事の任期は、選任後 4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

３ 役員は、第２４条第１項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満

了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事として

の権利義務を有する。 

 

（解 任） 

第２９条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただ

し、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3

分の 2以上の議決に基づいて行わなければならない。 

 

（報酬等） 

第３０条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には社員総会の決議により報酬

を支給することができる。 

２ 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

 

（取引の制限） 

第３１条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事

実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 

（１）自己又は第三者のためにするこの協会の事業の部類に属する取引 

（２）自己又は第三者のためにするこの協会との取引 

（３）この協会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけ 
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るこの協会とその理事との利益が相反する取引 

２ 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しな

ければならない。 

３ 前２項の取扱いについては、第４３条に定める理事会運営規則によるものとす

る。 

 

（責任の免除又は限定） 

第３２条 この協会は、役員の「一般社団･財団法人法」第１１１条第１項の賠償責

任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償

責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除する

ことができる。 

２ この協会は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める   

要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結す

ることができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10万円以上で

予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 

 

第２節 理事会 

 

（設 置） 

第３３条 この協会に理事会を設置する。 

２ 理事会は、すべての理事で組織する。 

 

（権 限） 

第３４条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 

（１）社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 

（２）規則の制定、変更及び廃止 

（３）前各号に定めるもののほかこの協会の業務執行の決定 

（４）理事の職務の執行の監督 

（５）代表理事及び執行理事の選定及び解職 

２ 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任すること

ができない。 

（１）重要な財産の処分及び譲受け 

（２）多額の借財 

（３）重要な使用人の選任及び解任 

（４）従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 

（５）理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その 

他この協会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備 
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（６）第３２条第１項の責任の免除及び同条第２項の責任限定契約の締結 

 

（種類及び開催） 

第３５条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の 2種とする。 

２ 通常理事会は、毎事業年度 2回開催する。 

３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）代表理事が必要と認めたとき。 

（２）代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 

の請求があったとき。 

（３）前号の請求があった日から 5日以内に、その請求があった日から 2週間以内 

の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求

をした理事が招集したとき。 

（４）第２７条第１項第５号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があった

とき、又は監事が招集したとき。 

 

（招 集) 

第３６条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第３項第３号により理事が

招集する場合及び前条第３項第４号後段により監事が招集する場合を除く。 

２ 前条第３項第３号による場合は、理事が、前条第３項第４号後段による場合は、

監事が理事会を招集する。 

３ 代表理事は、前条第３項第２号又は第４号前段に該当する場合は、その請求があ

った日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とす

る理事会を招集しなければならない。 

４ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又

は電磁的記録をもって、開催日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対して通知

しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続

を経ることなく理事会を開催することができる。 

 

（議 長) 

第３７条 理事会の議長は、代表理事のうち 1名がこれに当たる。 

 

（定足数） 

第３８条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 
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（決 議) 

第３９条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わる

ことができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは

議長の裁決するところによる。 

２ 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わるこ

とはできない。 

 

（決議の省略） 

第４０条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、

その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があった

ものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 

 

（報告の省略） 

第４１条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通

知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 

２ 前項の規定は、第２６条第５項の規定による報告には適用しない。 

 

（議事録） 

第４２条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出

席した代表理事及び監事は、これに署名しなければならない。 

 

（理事会運営規則） 

第４３条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほ

か、理事会において定める理事会運営規則による。 
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第５章 財産及び会計 

 

（財産の管理･運用） 

第４４条 この協会の財産の管理･運用は、代表理事が行うものとし、その方法は、

理事会の決議によるものとする。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第４５条 この協会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日ま

でに理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する

場合も、同様とする。 

 

（事業報告及び決算） 

第４６条 この協会の事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録

は、毎事業年度終了後、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総

会において承認を得るものとする。 

２ この協会は、第１項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、

貸借対照表を公告するものとする。 

 

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) 

第４７条 この協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもっ

て償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上であって、総

正会員の議決権の 3分の 2以上の議決を経なければならない。 

２ この協会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決

を経なければならない。 

 

（会計原則等) 

第４８条 この協会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益社団法人の会計の慣

行に従うものとする。 

 

 

(剰余金の分配禁止) 

第４９条 この協会は剰余金の分配を行わない。 
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第６章 定款の変更、合併及び解散等 

 

(定款の変更) 

第５０条 この定款は、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の

議決権の 3分の 2以上の議決により変更することができる。 

 

（合併等） 

第５１条 この協会は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員

の議決権の 3分の 2以上の議決により、他の「一般社団･財団法人法」上の法人との

合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。 

 

（解 散） 

第５２条 この協会は、「一般社団･財団法人法」第１４８条第１号及び第２号並びに

第４号から第７号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の

半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上の議決により解散することが

できる。 

 

（公益目的取得財産残額の贈与） 

第５３条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅す 

る場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益

社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下この規程において「公益認定

法」という)第 30 条第２項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに

相当する額の財産を１ヶ月以内に、社員総会の決議により、この法人と類似の事業

を目的とする他の公益法人若しくは同法第５条17号に掲げる法人又は国若しくは地

方公共団体に贈与するものとする。 

 

（残余財産の処分） 

第５４条 この協会が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決

議により、「公益認定法」第５条１７号に掲げる法人のうち、類似の目的を持つサー

ドセクター組織に贈与するものとする。 

 

 

第７章 委員会等 

 

（委員会及び部会) 

第５５条 この協会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議によ

り、委員会及び部会を設置することができる。 

２ 委員会及び部会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選定する。 
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３ 委員会及び部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別

に定める。 

 

 

第８章 事務局 

 

（事務局) 

第５６条 この協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、所要の職員を置く。 

３ 重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により別に

定める。 

 

（備付け帳簿及び書類） 

第５７条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならな

い。 

（１）定款 

（２）会員名簿 

（３）理事及び監事の名簿 

（４）理事会及び社員総会の議事に関する書類 

（５）財産目録 

（６）役員等の報酬規程 

（７）事業計画書及び収支予算書 

（８）事業報告書及び計算書類等 

（９）監査報告書 

（１０）その他法令で定める帳簿及び書類 

 

 

第９章 公告の方法 

 

（公 告） 

第５８条 この協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に

よる。 

 

第１０章 補 則 
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（委 任） 

第５９条 この定款に定めるもののほか、この協会の運営に必要な事項は、「一般社

団･財団法人法」に定める社員総会の決議を必要とする事項を除き、理事会の決議に

より別に定める。 

 

（法令の準拠）   

第６０条  本定款に規定のない事項は、すべて「一般社団･財団法人法」並びに「公

益認定法」その他の法令に従う。 

 

  

附 則 

１ この定款は、この協会の成立の日から施行する。 

２ この協会の設立時の理事は、次に掲げる者である。 

 

後房雄      

宇都木法男 

太田達男  

大西健丞 

加藤哲夫  

曽根原久司 

田島誠一  

深尾昌峰 

藤岡喜美子  

 

３ この協会の設立時の監事は、次に掲げる者である。 

 

加藤俊也  

山田尚武  

 

４ 設立時社員の氏名又は名称、及び住所は、次のとおりである。 

 

後房雄     

宇都木法男   

太田達男    

大西健丞     

加藤哲夫  

加藤俊也    

曽根原久司  
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田島誠一  

深尾昌峰  

藤岡喜美子  

山田尚武    

 

５ この協会の設立当初の事業計画および収支予算は、第４６条の規定にかかわら

ず、設立総会の定めるところによるものとする。 

６ この協会の設立当初の事業年度は、第５条の規定にかかわらず、設立の日から平

成 22年 8月 31 日とする。 

７ この協会の設立当初の会員の会費の額は、第８条の規定にかかわらず、以下に定

めるものとする。ただし、任意団体「日本サードセクター経営者協会設立準備会」

に既に 1 年分の会費を納入したものについては設立当初の事業年度の年会費を減

免することがある。 

正会員、奨励準会員、準会員  一口：10,000 円 

 

 以上，一般社団法人日本サードセクター経営者協会設立のため、下記の設立時社員

は、共同して定款を作成しこれに署名する。 

 

  2009年 9月 1日 

 

設立時社員  

 

 

附則(平成 22年 11月 14日社員総会決議) 

 この定款の変更は、この協会が行政庁より公益認定を受けた日から施行する。 

ただし、第 2条、第 49条については社員総会決議日より即日施行する。 

 

 

 

 




